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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成25年1月24日(2013.1.24)

【公開番号】特開2008-229345(P2008-229345A)
【公開日】平成20年10月2日(2008.10.2)
【年通号数】公開・登録公報2008-039
【出願番号】特願2008-72744(P2008-72744)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   6/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   6/00    ３００Ｘ
   Ａ６１Ｂ   6/00    ３２０Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成24年12月3日(2012.12.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
医療画像受容体（１１０）と、
ウォ－ルスタンド（１１２）と、
第１ピボット（１２２）によって、前記ウォ－ルスタンド（１１２）に動作可能に結合さ
れかつ第２ピボット（１２６）によって、前記医療画像受容体（１１０）に動作可能に結
合され、前記第１ピボット（１２２）と前記第２ピボット（１２６）の間に配置された第
３ピボット（１０４）を備える第１関節腕（１０２）と、
第４ピボット（１２４）によって、前記ウォ－ルスタンド（１１２）に動作可能に結合さ
れかつ第５ピボット（１２８）によって、前記医療画像受容体（１１０）に動作可能に結
合され、前記第４ピボット（１２４）と前記第５ピボット（１２８）の間に配置された第
６ピボット（１０８）を備える第２関節腕（１０６）とを有する、機構（１０２および１
０６）とを含み、
前記第３ピボット（１０４）が前記第１関節腕（１０２）を間接でつなぎ、前記第１ピボ
ット（１２２）及び前記第２ピボット（１２６）と同じ平面内で回転し、
前記第６ピボット（１０８）が前記第２関節腕（１０６）を間接でつなぎ、前記第４ピボ
ット（１２４）及び前記第５ピボット（１２８）と同じ平面内で回転する、医療画像装置
（１００）。
【請求項２】
前記第１関節腕（１０２）および前記第２関節腕（１０６）が、平面部材である、請求項
１記載の医療画像装置（１００）。
【請求項３】
前記第１関節腕（１０２）が、前記第１ピボット（１２２）と前記第２ピボット（１２６
）の間に配置された第７ピボットを備え、
前記前記第２関節腕（１０６）が、前記第４ピボット（１２４）と前記第５ピボット（１
２８）の間に配置された第８ピボットを備える、請求項１記載の医療画像装置（１００）
。
【請求項４】
前記第１関節腕（１０２）および前記第２関節腕（１０６）それぞれが、
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自由度５を与える３つの関節平面部材（１１４、１１６、１１８、１２０および１３０お
よび１３２）をさらに含む請求項２記載の医療画像装置（１００）。
【請求項５】
前記第１関節腕（１０２）および前記第２関節腕（１０６）それぞれが、
同じ平面（６０２）内で、関節でつながっている前記第１関節腕（１０２）および前記第
２関節腕（１０６）をさらに含む請求項２記載の医療画像装置（１００）。
【請求項６】
前記医療画像受容体（１１０）が医療Ｘ線画像受容体（２０２）をさらに含む請求項１記
載の医療画像装置（１００）。
【請求項７】
医療画像受容体（１１０）と、
複数の腕と、
を備え、
各腕が両端部を有し、
各端部は回転可能なジョイントを有し、
各腕は、各端部における複数のジョイントの間に配置された回転可能なジョイントを有し
、
各腕が、他の腕の平面に平行な独自の平面で回転可能であり、各腕の端部の１つが前記医
療画像受容体（１１０）に接続する、装置。
【請求項８】
医療Ｘ線画像受容体を位置決めするための実行可能な命令をもつコンピュータアクセス可
能な媒体であって、前記実行可能な命令が、
ドライブがウォ－ルスタンド（１１２）装置から係合解除されたという指示を受けるステ
ップ（９０２）であって、前記ドライブがクラッチとエンコーダとをもち、前記ウォ－ル
スタンド（１１２）装置が複数の腕をもち、各腕が両端部を有し、各端部は回転可能なジ
ョイントを有し、各腕は、各端部における複数のジョイントの間に配置された回転可能な
ジョイントを有し、各腕が、他の腕の平面に平行な独自の平面で回転可能であり、各腕の
端部の１つが前記医療画像受容体（１１０）に接続するステップ（９０２）と、
前記エンコーダから位置を受けるステップ（９０４）と、
前記複数の腕の調整された位置を決定するステップ（９０６）と、
前記複数の腕を前記調整された位置に移動させるために、前記複数の腕の各々に動作可能
に結合されたドライブに少なくとも１つの信号を送るステップ（９０８）とをプロセッサ
が行うように指示できるコンピュータアクセス可能な媒体。
【請求項９】
前記第１関節腕（１０２）および前記第２関節腕（１０６）それぞれが、
自由度３を与える２つの関節平面部材（１１４、１１６、１１８および１２０）をさらに
含む請求項８記載のコンピュータアクセス可能な媒体。
【請求項１０】
前記画像受容体（１１０）が、
医療Ｘ線画像受容体（２０２）をさらに含む請求項８記載のコンピュータアクセス可能な
媒体。
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